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第１ 仮使用の承認 

１ 仮使用の承認対象 

（１）仮使用承認の対象は、製造所等の位置、構造又は設備を変更する場合で、変更工事に係る部分

以外の全部又は一部を使用しようとするとき。 

 なお、当該変更工事中においても火災の発生及び延焼のおそれが著しく少ない場合であること。

【S46.7.27 消防予 105】 

（２）製造所等において、貯蔵タンク等に危険物が残存している場合は、仮使用承認の対象とする。 

 なお、地下貯蔵タンクに限り、火災予防上必要な措置が講じられている場合は、使用していな

いものとみなすことができる。 

２ 承認条件等 

 仮使用を承認する場合は、工事の内容、期間、規模等の実態に応じ、次に掲げる安全対策が講じ

られていること。 

 ただし、火災予防上支障がないと認められる場合は、この限りでない。 

（１）工事計画 

 災害防止のため、無理のない作業日程、工事工程等が組まれていること。 

（２）安全管理組織 

ア 施設側事業所及び元請、下請等の工事業者すべてを対象とした安全管理組織が編成され、責

任体制の明確化が図られていること。 

イ 工事関係者と危険物施設の運転関係者の間における工事の開始・終了の連絡、工事の内容、

進捗状況、危険物の取扱い状況等の報告等の事前協議事項が明確にされていること。 

ウ 始業前及び終業後の点検、火気使用に伴う安全措置の点検及び仮使用部分における災害の発

生防止又は早期発見のため、巡回等の管理体制が明確にされていること。 

エ 災害発生時又は施設に異常が生じた場合など緊急時における対応策が確立されていること。 

（３）工事中の安全対策 

ア 工事部分と仮使用部分とが明確にされ、かつ、工事部分と仮使用部分とには工事内容に応じ

た適切な防火区画等が設けられていること。 

 工事部分に火気使用工事が発生する場合は、高さ２ｍ以上の仮設塀を設けて工事を行うこと。 

イ 仮使用場所の上部で工事が行われる場合は、落下物による事故防止のため有効な措置が講じ

られていること。 

ウ 工事部分（タンク、配管及び機器等）について、内部に残存しているもの（危険物、可燃性

の蒸気及び可燃性のガス）の除去を行うこと。 

 また、工事部分以外の部分と導通しているもの（配管、ダクト及び排水管等）については、

閉塞板又は仕切版等により、遮断の措置が講じられていること。 

エ 工事部分の周囲には、関係者以外の者が出入できないように仮囲いの設置等有効な措置が講

じられていること。 

オ 工事部分は、工事に必要な十分な広さが保有されていること。 

 なお、給油取扱所の仮使用部分については、給油業務に支障とならない広さの空地が確保さ

れていること。 

（４）火気管理 

 火気（裸火、溶接・溶断火花、電気火花、衝撃火花、摩擦熱等の発火源となるエネルギーをい

う。）を発生し、又は発生するおそれのある工事は、やむを得ない場合に必要最小限度で行うもの

とし、次に掲げる措置が講じられていること。 

ア 火気使用の内容及び範囲、並びに火気使用に伴う制限事項を明確にすること。 

イ ガス検知器等による可燃性の蒸気又はガスの確認を行うこと。 
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ウ 火気使用場所直近には、消火器等を配置すること。 

（５）照明及び換気 

 工事に用いる照明器具は、火災予防上支障のないものを用いるとともに、必要に応じ換気が十

分行われること。 

（６）仮設施設・設備等の安全措置 

 工事に伴い、仮設の塀、足場、昇降設備、電気設備等を設置する場合は、危険物施設に危害を

及ぼさないような安全対策が講じられていること。 

（７）防火塀、排水溝、油分離装置、通気管等を撤去し、又は機能を阻害する場合には、これに代わ

る仮設設備を設けること。 

（８）その他工事の内容に応じた必要な保安措置を講ずること。 

３ 承認申請の時期等 

（１）仮使用承認申請は、変更許可申請と同時に受け付けることができる。 

（２）変更許可に係る工事に着手する前までに承認を受けていること。 

（３）申請の方法及び申請書の記載方法 

ア 仮使用の承認は、一の製造所等ごとに申請すること。 

イ 変更許可申請時に一括して申請できること。 

ウ 仮使用の承認を受けた製造所等で、完成検査前に変更許可申請をした場合は、あらためて仮

使用の承認申請を行うこと。 

 ただし、仮使用の範囲に変更のないものについては、あらためて仮使用の承認申請を行うこ

とを要しない。 

（４）添付図書 

 変更許可申請と仮使用承認申請を同時に行う場合は、原則として仮使用上の安全対策に関する

書類以外は省略することができるものであること。 

 ただし、変更許可後において仮使用承認申請をする場合は、仮使用の範囲を示した図書及び仮

使用上の安全対策に関する書類を添付すること。 

（５）掲示板 

 仮使用の承認を受け、仮使用を開始する場合には、当該仮使用をする場所の見やすい箇所に所

定の掲示板を掲げ、期間中表示しなければならない。【S46.7.27 消防予 105】 

【掲示板の例】 

 

 

消防法による仮使用承認済 

製造所等の別  

承認年月日・番号 年 月 日 第 号 

承認行政庁名 岡  山  市 

 

４ 変更許可と仮使用承認との関係等 

（１）複数の許可申請及び完成検査に伴う仮使用承認申請の手続き 

ア 仮使用承認申請の記載方法について 

（ア）危規則様式第７中の「変更許可年月日及び許可番号」の欄には、最新の許可年月日及び許

可番号を記載するのではなく、仮使用の対象となる全ての許可年月日及び許可番号を記載す

ること。 

 変更の許可前に仮使用承認申請を行おうとする場合にあっては、「変更許可申請年月日」の

欄に申請年月日を記載すること。 

350ｍｍ以上

250ｍｍ以上 
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 なお、「変更許可年月日及び許可番号」並びに「変更許可申請年月日」については、両方記

載する場合もあるので注意すること。 

（イ）危規則様式第７、様式第７の２及び様式第７の３中の「仮使用の承認を申請する部分」の

欄には、「別添図面のとおり」と記載すること。 

 なお、複数の許可にかかわらず単独の許可であっても同様に記載すること。 

イ 完成検査申請について 

 複数の許可を一の完成検査とする場合、危規則様式第８及び様式第９中の「設置又は変更の

許可年月日及び許可番号」の欄には対象となる全ての許可年月日及び許可番号を記載すること。 

（２）変更工事の中止及び再開に伴う仮使用承認申請 

 変更許可申請において工事の一部中止及び再開申請を行う場合の仮使用承認申請の手続きに

ついては、次の例（変更許可申請（工事中止・再開）、完成検査及び仮使用承認申請の例）による

こと。 

 

変更許可申請（工事中止・再開）、完成検査及び仮使用承認申請の例 

 

変更許可申請 

及び完成検査 

１回目許可申

請：Ａ、Ｂ、Ｃ

の工事実施 

２ 回 目 許 可 申

請：Ａ、Ｃの工

事を中止 

完成検査：

Ｂの完成検

査受検 

３回目許

可申請：

Ａ、Ｃの

工事再開 

４回目許可申

請：Ｄの工事

を追加 

完成検査：

Ａ、Ｃ及び

Ｄ の 完 成

検査受検 

変 更

工 事

項目 

Ａ ○ ○  ○  ○ 

Ｂ ○  ○    

Ｃ ○ ○  ○  ○ 

Ｄ     ○ ○ 

仮使用 

承認申請 

Ａ、Ｂ、Ｃ部分

以外の部分を

仮使用する場

合、仮使用承

認申請が必要 

１回目の許可後

Ａ又はＣ部分の

工事に着手して

いない場合で、

かつ、Ａ又はＣ

部分を含め、Ｂ

部分以外の部分

を仮使用する場

合、仮使用承認

申請が必要 

 Ａ、Ｃ部

分以外の

部分を仮

使用する

場合、仮

使用承認

申請が必

要 

Ａ、Ｃ、Ｄ部分

以外の部分を

仮使用する場

合、仮使用承

認申請が必要 

 

備考 

Ａ、Ｂ、Ｃの変

更工事を行う

許可申請と仮

使用承認申請

を行う。 

Ｂの工事が先行

して完了し、完

成検査を先に受

検し、使用する

場合、Ａ、Ｃの

工事を中止する

申請を行う。 

Ｂの工事が

先行して完

了し、使用

するため完

成検査を受

検する。 

Ａ、Ｃ部

分の工事

を再開す

るための

申請を行

う。 

新たにＤの工

事を追加する

場合、追加の

変更許可申請

を行う。 

Ａ、Ｃ及び

Ｄ の 工 事

が 完 了 し

た た め 完

成 検 査 を

受検する。 
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